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１ 計画の構成 
  

本計画は、次の階層で構成するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の期間 
令和４年度（２０２２年度）から令和８年度（２０２６年度）の５年間とします。 

 

和暦(年) H29 H30 R1 R2 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

西暦（年） 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

総合計画 

（期間５年） 

          

実施計画 

（期間５年） 

          

 

 

 

実施計画 

将来都市像 

重点方針 

政策 

施策 

主要な事業 

総合計画 

①将来都市像 

長期的な取組により実現を目指す、 

本市の将来のまちの姿です。 

②重点方針 

将来都市像の実現を図るための、 

重点的な方針です。 

③政策 

基本的な取組の方向性です。 

④施策 

政策をより具体的に表した取組内容です。 

⑤主要な事業 

  総合計画に示された体系に基づき実施する、 

具体的な事業です。 

第八次福井市総合計画 

第八次福井市総合計画 実施計画 

 

第七次福井市総合計画 
 

第七次福井市総合計画 実施計画 
 



5 

 

３ 将来都市像及び重点方針 
  

 第七次福井市総合計画の将来都市像及び重点方針は、１０年、２０年先の将来を見据

えて長期的に取り組む本市の姿として設定したものであり、今後もその実現に向けて継

続して取り組んでいく必要があります。 

 そのため、第八次総合計画においても、現行の将来都市像及び重点方針を継承するこ

ととします。 
 
【将来都市像】 

みんなが輝く 全国に誇れる ふくい 
 

【重点方針】 

「豊かな地域づくり」と「輝く未来への挑戦」 
 

４ 前提となる社会情勢、社会的要請 

（１）社会情勢の変化・時代の潮流 

■少子高齢化・人口減少社会 

・人口構造の変化（年少人口の減・生産年齢人口の減・老齢人口の増） 

・地方から大都市圏への人口流出 

■防災・減災、環境問題への対応  

・地震や豪雨、大雪などの自然災害が多発 

・地球規模での温暖化などの環境問題への対応 

■社会資本の老朽化 

・インフラや公共施設などの社会資本の老朽化が進行 

■先端技術の活用及び人材育成 

・ＩｏＴ、ロボット、人工知能（ＡＩ）等、先端技術のあらゆる分野における活用 

・先端技術を活用できる人材育成及び人材確保が急務 

■ＳＤＧs(持続可能な開発目標)の推進 

・「誰一人取り残さない」社会の実現に向けた対応 

■新型コロナウイルス感染症などのリスクに対応できる社会づくり 

・感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る「新たな日常」の実現 

（２）本市を取り巻く環境の変化 

■北陸新幹線福井開業、中部縦貫自動車道の県内開通後における環境変化への対応 

・北陸新幹線福井開業準備、大阪までの早期延伸に向けた取組、二次交通の 

さらなる充実 

・福井開業後を見据えたプロモーション強化や観光誘客、販路拡大 

■中核市、連携中枢都市圏の中心都市としての役割 

・中核市としての権限を活かした市民ファーストの視点による行政運営 

・県や嶺北市町との連携による効果的・効率的な施策展開 

■持続可能な行財政運営 

・収支均衡した財政構造の確立  
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5 体系図 

 

  

  
１ 

公共交通を利用して様々な人が便
利に行き来できる快適なまちをつ
くる 

２ 
まちなかの充実した都市機能によ
り、にぎわいと交流のあふれる心
弾むまちをつくる 

３ 
持続可能で強靱な社会基盤と安全
で快適な生活環境が整ったまちを
つくる 

４ 
地域の魅力を発信して人の流れを
呼び込み、持続可能で活気あふれ
るまちをつくる 

５ 
誰もが尊重され、それぞれの個性
や能力を発揮しながら、活躍でき
るまちをつくる 

６ 
市民の健康を守り、誰もが夢や生
きがいを持って安心して暮らせる
まちをつくる 

７ 環境にやさしい持続可能なまちを
つくる 

８ 
市民・事業者・他自治体等と連携し
て災害・事故に強い安全・安心なま
ちをつくる 

９ 未来を切り拓く農林水産業のまち
をつくる 

10 
新たなチャレンジを後押しし、活力
と魅力あふれる商工業が発展しつ
づけるまちをつくる 

11 
福井の魅力「福いいネ！」を実感で
きる、おもてなしの心があふれる
観光のまちをつくる 

12 
文化や歴史、自然を、郷土の誇り
として未来につなぎ、個性豊かな
魅力あるまちをつくる 

13 健やかで自立心をもって未来を切
り拓く子どもを育むまちをつくる 

14 市民が生涯にわたり、学習やスポ
ーツに親しめるまちをつくる 

将来都市像 分野 重点方針 

住みよいまち 

 

 

学び成長 

するまち 

 

 

快適に 

暮らすまち 

【市民福祉】 

 

 

 

活き活きと 

働くまち 

Ⅰ 

【社会基盤】 

【産業】 

【教育】 

◆
豊
か
な
地
域
づ
く
り 

◆
輝
く
未
来
へ
の
挑
戦 

み
ん
な
が
輝
く 

全
国
に
誇
れ
る
ふ
く
い 

Ⅲ 

Ⅳ 

総合計画を推進するために 

Ⅱ 

政策 
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1-① 北陸新幹線の早期全線開業を目指す 

1-② 公共交通の利用を促進する 

1-③ ＩＣＴを活用して公共交通の利便性を高める 

1-④ 地域拠点の機能充実を図り、公共交通利用者の利便性向上を図る 

2-① 県都にふわさしい魅力あるまちをつくる 

2-② にぎわいの創出のための仕掛け、仕組みをつくる 

2-③ うるおいと個性あるまちをつくる 

3-① 強靱な社会基盤を整備する 

3-② 安全で快適な生活環境を保全する 

3-③ 安全で安心な上下水道のサービスを提供する 

4-① 福井とつながる人口の対流を創出する 

4-② ライフステージに応じた人材還流を促進する 

4-③ 地域の資源を活かし、安心して住み続けられる住環境をつくる 

4-④ 地域の活性化や地域コミュニティの維持に取り組む 

5-① 誰もが活躍できる社会の実現を図る 

5-② 女性が輝きいきいきと暮らせる社会の実現を図る  

5-③ 多文化共生のまちづくりと国際交流を推進する 

5-④ ボランティアの力を高め市民と行政が力を合わせる協働のまちづくりを進める 

6-① 生活習慣病予防に取り組むなど生涯にわたる健康づくりを支援する 

6-② 子どもが健やかに生まれ育つ環境をつくる 

6-③ 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる環境をつくる 

6-④ 障がいや難病等を抱える人が地域で安心して生活できるよう支援する  

6-⑤ 複雑化・複合化する支援ニーズを包括的に受け止める体制をつくる  

6-⑥ 公衆衛生の向上や健康管理の強化に取り組む 

7-① 環境負荷低減の取組を推進する 

7-② 環境対策に積極的に取り組む企業を支援育成し、公害や不法投棄のない快適な生活環境を守る  

7-③ 自然や都市環境を守り育て、未来に伝える  

7-④ 市民、市民組織、事業者、行政が共に環境を考え、共に行動できる人づくり・まちづくりを進める  

8-① 地域の防災力を高める 

8-② 火災等から人命と財産を守る 

8-③ 地域における防犯力を向上する 

8-④ 安全安心な消費生活を支える 

8-⑤ 交通安全対策を推進する 

9-① スマート農業等新たな時代に対応した農業を推進する 

9-② ブランド化や販路開拓等新たな可能性にチャレンジする 

9-③ 稼げる林業と水産業を推進する 

9-④ 農地・農村の環境を守り活性化を図る 

10-① 地域の商工業を振興する 

10-② 創業の促進と事業承継の円滑化を支援する 

10-③ 地元で働く魅力を発信する 

10-④ 多様な人々が活躍できる雇用環境を推進する 

11-① 観光資源を磨き上げる 

11-② 誘客プロモーションを強化する 

11-③ おもてなしの充実を図る 

12-① 市民の心を豊かに育む文化芸術を振興する 

12-② 歴史や文化遺産を保存・継承し活用する 

12-③ 自然科学教育で創造性豊かな子どもを育む 

13-① 子どもの生きる力を伸ばす学校教育を充実する 

13-② 子どもの健康増進を図る 

13-③ 子どもの安全を守り、健全な育成を図る 

13-④ 学びの場としての学校環境を整備する 

14-① 市民の生涯学習を支援する 

14-② 市民の生涯スポーツを支援する 

 

施策 

実 

施 

計 

画 
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第２章 
 

具体的な政策と施策 
 

 

Ⅰ 快適に暮らすまち 

 

Ⅱ 住みよいまち 

 

Ⅲ 活き活きと働くまち 

 

Ⅳ 学び成長するまち 
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北陸新幹線は、地方創生の推進や地域経済の活性化、国土強靭化に極めて大

きな効果をもたらします。そのため、全線開業を早期に実現することが求めら

れています。 

   本市の地域交通においては、これまで田原町駅におけるえちぜん鉄道及び福

井鉄道相互乗り入れや、福井駅西口広場での交通結節の強化、幹線軸と地域を

結ぶフィーダー交通（地域コミュニティバス等）の充実などに取り組んできま

した。 

   また、駅利用者の利便性確保に向け駐車場や駐輪場の整備を行うとともに、

回遊性向上のためレンタサイクルの推進に取り組んできました。 

   今後は、並行在来線を含め、市民の日常生活に配慮した交通サービスの提供

や、新しい生活様式の中での公共交通機関の利用促進、また、新幹線開業に伴

う観光・ビジネス客など交流人口の拡大に対応できる地域交通となるよう、市

内の地域拠点を有効に活用しながら、さらなる利便性の向上を図る必要があり

ます。 

 

 

①北陸新幹線の早期全線開業 

②日常の移動手段の確保と、交通サービスの充実 

③ＩＣＴを活用した利便性の向上   

④地域拠点の有効活用 

 

 

  

公共交通を利用して様々な人が便利に行き来できる 
快適なまちをつくる 

現 状 

課 題 

 公共交通に関する政策 政策１ 
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① 北陸新幹線の早期全線開業を目指す 

⚫ 金沢・敦賀間の令和５年度（２０２３年度）末までの確実な開業と、大阪ま

での早期全線開業を実現するため、県及び関係団体と連携し、北陸新幹線の

建設を促進します。 

② 公共交通の利用を促進する 

⚫ 北陸新幹線福井駅を起点に、並行在来線を含めた地域鉄道、路線バス等の二

次交通の充実を図り、行きたいところにスムーズに行ける「全域交通ネット

ワーク」を実現します。 

⚫ 利用者が目的に応じて様々な移動手段を使い分けることができる、分かりや

すく選択性のある交通環境の構築に取り組みます。 

⚫ 公共交通について「知ってもらって使ってもらう」場や機会を提供するなど、

子どもから高齢者まで、幅広い世代に向けた情報発信に取り組みます。 

⚫ 市民生活や観光に欠かせない公共交通機関を維持するため、交通事業者、行

政、地域住民、観光関連企業等が連携して、利用促進などの活性化に取り組

みます。 

⚫ 公共交通機関と連携した駐車場及び駐輪場の整備を行うとともに、レンタサ

イクルの利用拡大や自転車が安全で便利に利用できる環境整備に取り組みます。 

③ ＩＣＴを活用して公共交通の利便性を高める 

⚫ 市民や観光客が公共交通を選択しやすくなる環境づくりのため、県や近隣市

町と連携して、ＭａａＳ※1システムやキャッシュレス決済の導入など、ＩＣ

Ｔを活用した利便性の向上に取り組みます。 

④ 地域拠点の機能充実を図り、公共交通利用者の利便性向上を図る 

⚫ 日常生活に必要な機能を備えた地域拠点づくりを進めます。 

⚫ 持続可能な地域内の移動手段を確保するために、交通事業者と協力した 

フィーダー交通※2の効率的な運用を行います。 

⚫  

 

※1 Mobility as a Serviceの略。目的地までの移動について、複数の交通機関の中から、 

各個人に最適な経路や移動手段を組み合わせ、一括に提供するサービスのこと。 

※2 フィーダーとは「枝」という意味で、交通分野では「幹線」に対する「支線」を指す。 

   本市では、中心市街地と地域拠点（日常生活に必要なサービス等が集積した地域の生活拠点）を結ぶ移動手段で 

ある「公共交通幹線軸」に対し、地域拠点とその周辺地域を結ぶ地域内交通を「フィーダー交通」としている。 

●誰もが利用しやすい公共交通となるよう、地域鉄道及び路線バス等の利便性の向上を 
図ります。 
●市民にとっても観光客にとっても利用しやすい公共交通ネットワークの維持・強化に 
取り組みます。 

施 策 

分野Ⅰ「快適に暮らすまち」 
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北陸新幹線福井開業を見据え、中心市街地では、民間主体のまちづくりの機

運が高まる中、県都の玄関口としてふさわしい魅力と風格ある市街地の再整備

が進められています。  

新たな都市の魅力の創出のため、道路や公園等の公共空間を活用した仕掛け

づくりを行うなど、まちなかを訪れる市民や観光客、ビジネス客等が心躍るよ

うな、にぎわいにあふれるまちづくりが求められています。 

ハピリンやハピテラス等のにぎわい交流拠点を活かしながら、まちなかの空

間整備や民間団体等のまちづくり活動への支援を行い、さらなるにぎわいと交

流の創出を図ることが必要です。 

また、まちなかの里山として市民に親しまれている足羽山や、リニューアル

した福井市中央公園を、新たな福井の魅力を発信する場として、より魅力ある

ものとしていく必要があります。 

 

 

 

①魅力あふれる空間づくり 

②さらなるにぎわいの創出 

③歴史、水、緑など地域資源の有効活用 

 

 

 

  

まちなかの充実した都市機能により、 
にぎわいと交流のあふれる心弾むまちをつくる 

現 状 

課 題 

  中心市街地に関する政策 政策２ 
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① 県都にふわさしい魅力あるまちをつくる 

⚫ 民間主体の市街地再開発事業を支援し、市街地のリニューアルを進めます。 

⚫ 低未利用地の有効活用や老朽建築物の更新等により、商業・文化・業務等の

都市機能の充実を図ります。 

⚫ 個性的で魅力あるまちづくりを進めるため、既存ストックを活かした、まち

なかのリノベーションを支援します。 

⚫ まちなかに住む人や訪れる人が、快適に歩いて楽しめる歩行者空間を創出し

ます。 

② にぎわいの創出のための仕掛け、仕組みをつくる 

⚫ ハピリンやアオッサ等を拠点とした福井の魅力の情報発信や、周辺の商店街

とも連携し、まちなか全体のにぎわい創出に取り組みます。 

⚫ 中央公園・ソライロテラスなどの公共空間を活用した民間イベントを支援し

ます。 

⚫ 高架下の活用により、福井駅周辺の機能の充実を図ります。 

③ うるおいと個性あるまちをつくる 

⚫ 福井城址および周辺の資源を活用し、福井城址を中心とした魅力向上を図り

ます。 

⚫ 足羽山や足羽川等のまちなかの水と緑の空間を活かし、うるおいと安らぎの

ある空間をつくります。 

⚫ 豊富な歴史資源や市民に親しまれてきた景観を継承し、魅力と個性のある景

観を創出します。 

  

●県都の玄関口として充実した都市機能を活かし、にぎわいあふれるまちづくりを 
進めます。 

●住む人、訪れる人が、楽しく歩ける、居心地の良いまちづくりを進めます。 

施 策 

分野Ⅰ「快適に暮らすまち」 
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頻発する自然災害に備え、市民が安全・安心に暮らせるよう、道路、河川、

下水道等の社会基盤の強靭化と、適切な維持管理に努めています。 

特に、高度経済成長期に整備した施設が更新時期を迎えているため、点検調

査を実施し、長寿命化による効率的な更新・維持管理に取り組んでいるところ

です。 

水道事業では、水需要の増加を前提とした拡張の時代から転換し、水道水の

安定供給を継続する更新・再構築の時代を迎えています。中長期的な視点に立

った計画的な施設更新と耐震化を進め、健全で災害に強い水道を整備すること

が重要となっています。 

下水道事業では、未だ汚水処理施設を利用できない未普及地区の解消や、老

朽化に伴う不具合を未然に防ぐための計画的な改築・更新、さらに効率的で適

正な施設の維持管理を行う必要があります。 

 

 

 

①強靭な社会基盤の構築 

②良好な生活環境の保全 

③健全で安定したサービスの提供 

 

 

  

持続可能で強靭な社会基盤と 
安全で快適な生活環境が整ったまちをつくる 

現 状 

課 題 

   生活インフラに関する政策 政策３ 
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① 強靭な社会基盤を構築する 

⚫ 道路施設の計画的で効率的な整備・維持管理を行い、大雪などの自然災害に

強い安全で快適な環境を確保します。 

⚫ 河川、水路及び下水道施設の計画的な整備・維持管理により、大雨による浸

水被害を軽減します。 

⚫ 建築物の耐震化を進め、誰もが安心して暮らせる住環境づくりを進めます。 

⚫ 大規模な自然災害に備え、日頃から強靭な社会基盤の整備を進めて被害を最

小限に抑えるとともに、災害発生時に迅速な復旧が行えるよう、県や近隣市

町との連携強化を図ります。 

② 安全で快適な生活環境を保全する 

⚫ 市民、行政、企業等が連携し、良好な河川環境を保全します。 

⚫ 市民、行政、企業等が協働しながら、公園の整備・維持管理及び利活用を進

めます。 

⚫ 空き家除去への支援を行い、適正な管理を促進するとともに、利活用を図る

ことで、空き家の発生を抑制します。 

③ 安全で安心な上下水道のサービスを提供する 

⚫ 上水道及び簡易水道の適切な水質管理と、施設の計画的な更新及び耐震化を

進め、安全で安心なおいしい水を安定的に提供します。 

⚫ 公共用水域の水質を保全するため、公共下水道の整備を計画的に進め、下水

道の未普及地区の解消を図ります。 

⚫ 下水道の持続的な機能確保のため、計画的に下水道施設の更新や耐震化及び

耐水化を行い、適正な維持管理を図ります。 

⚫ 効率的な事業運営と経費節減に努め、収支のバランスを図り、健全で安定的

な経営を行います。 

 

 

  

●市民が安全・安心に生活できるよう、災害に強い社会基盤の整備と、適切な維持管理 
を行います。 
●市民や企業等と連携して、安全で快適な生活環境を保全します。 
●市民の信頼に応える良好な水環境を保つとともに、安全で安心な水を安定供給します。 

施 策 

分野Ⅰ「快適に暮らすまち」 
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本市ではこれまで人口減少に打ち克つための様々な施策に取り組むことで、

人口減少の進行度合いを緩和してきましたが、歯止めをかけるまでには至って

いません。 

将来にわたって本市の活力を維持し、安心で豊かな暮らしを維持していくた

めには、県外への若者の転出超過の改善など、引き続き取り組むべき課題が山

積しています。 

地域においては、これまで活力ある地域づくりのため、住民主体のまちづく

りを支援し、それぞれの特色を活かした取組や魅力を発信する事業を推進して

きました。 

一方で、住民同士のつながりの希薄化が進んだことにより、自治会未加入世

帯が増加しています。また人口減少や少子高齢化等に伴い、自治会活動の担い

手が不足するなど、地域活力の低下が懸念されています。 

北陸新幹線福井開業を弾みとして、さらなる本市への人の流れづくりや、暮

らしやすい、働きがいのある住みよいまちづくりを推進し、地域活力を強化す

ることが求められています。 

 

 

①移住に向けた人の流れの創出 

②若者・子育て世代の移住定住の推進 

③誰もが安心して住み続けられる豊かな生活環境の整備 

④地域コミュニティの持続と、特色のあるまちづくりの促進 

 

  

地域の魅力を発信して人の流れを呼び込み、 
持続可能で活気あふれるまちをつくる 

現 状 

課 題 

  地域活性化に関する政策 政策４ 
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① 福井とつながる人口の対流を創出する 

⚫ 多様な形でつながりを持つ関係人口の創出・拡大に取り組み、地域の活性化

や将来的な移住に結びつけます。 

⚫ 本市の恵まれた自然環境など地域資源を活かした新しい働き方、暮らし方の

提案などにより、本市と他地域との間で持続的な人口の対流を創出します。 

② ライフステージに応じた人材還流を促進する 

⚫ 高校生や大学生、社会人など、ライフステージに応じた地元定着やＵＩター

ンの促進に取り組みます。 

⚫ 充実した子育て、教育環境など、本市の住みよさのさらなる向上に努め、そ

れらを市内外に強く情報発信します。 

⚫ 移住相談体制の充実や住まいの確保、移住に関する経済的負担の軽減等に取

り組み、本市への人材還流を促進します。 

③ 地域の資源を活かし、安心して住み続けられる住環境をつくる 

⚫ 子育て・新婚世帯やＵＩターン世帯の暮らしに適した住宅の確保を支援します。 

⚫ 空き家の活用を含めた住宅支援により、定住人口の維持に繋げていきます。 

⚫ 高齢者や障がい者などが円滑に住宅を確保できるよう支援します。 

④ 地域の活性化や地域コミュニティの維持に取り組む 

⚫ 地域自らが未来の姿を描いた地区ビジョンの実現につながるまちづくり活

動を支援します。 

⚫ 人口減少や高齢化が進んでいる中山間地域・過疎地域の集落機能や地域コミ

ュニティの維持活性化を図ります。 

⚫ 地域おこし協力隊による地域資源を活用した取組を通じて、地域の活性化を

図りながら、都市部の若者の定住・定着に結びつけます。 

⚫ 人口減少・少子高齢化に対応できる地域のあり方を自治会など地縁団体とと

もに考え、持続可能な地域社会の実現に取り組みます。 

  

●地域の活性化や将来的な UI ターンにつなげるため、関係人口の創出により裾野拡大 
に取り組みます。 
●地域の特色や魅力を発信するとともに、地域資源や空き家の利活用を推進し、移住・ 
定住を促進します。 
●地域の自主的なまちづくり事業を推進し、まちの活性化につなげます。 

施 策 

分野Ⅱ「住みよいまち」 
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誰もが尊重され、地域社会で安心して暮らすことができ、また、活躍できる

まちづくりを進めるためには、相互の価値観や多様性を認め合える意識づくり

が重要です。 

本市では、女性の就業率の高さに比べて、女性管理職の割合は低い状況です。 

家庭生活における女性の家事・育児等の負担が大きいことが、女性のキャリア

形成を阻む要因のひとつとなっています。 

近年、本市の在留外国人の数及び人口に占める割合は、いずれも過去最高を

更新しています。特にベトナムやフィリピンなど東南アジアから、技能実習や

留学のために在留する外国人が増加しています。 

市民を含め、様々な国の人たちが安心して支え合えるまちづくりが求められ

ています。 

これまで総合ボランティアセンターを拠点に、市民のボランティア活動や市

民活動を総合的に支援し、市民の公益的な活動への理解と参加促進を図ってき

ました。今後も市民のボランティアの力を高め、市民と行政が共に支え合う社

会を目指す必要があります。 

 

 

①誰もが個性と能力を発揮できる社会の推進 

②女性が活躍できる社会の推進 

③多文化共生の促進、国際交流の推進   

④ボランティア活動、市民活動への参画の促進 

 

  

誰もが尊重され、それぞれの個性や能力を発揮しながら、 
活躍できるまちをつくる 

現 状 

課 題 

 共生、協働に関する政策 政策５ 
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① 誰もが活躍できる社会の実現を図る 

⚫ 誰もがそれぞれの個性や能力に基づき、活躍できる社会づくりを推進します。 

⚫ 人権教育・啓発に取り組み、一人ひとりの多様性や、人権が尊重される地域

社会の実現を図ります。 

② 女性が輝きいきいきと暮らせる社会の実現を図る 

⚫ 女性が職場や社会のあらゆる分野で、リーダー的役割を果たし活躍できる機

会の拡大を目指します。 

⚫ 女性にとって不安や負担のない充実した家庭生活の実現を目指すとともに、

仕事と生活の調和を図るワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を進

めます。 

③ 多文化共生のまちづくりと国際交流を推進する 

⚫ 日本人・外国人の誰もが同様に市民サービスを享受し、安心して暮らせる環

境を整備するとともに、国籍や文化、言語の違いを超えて、相互に理解し合

い活躍できるまちづくりを推進します。 

⚫ 姉妹友好都市とのつながりを活かし、教育、文化等での交流を進めるととも

に、市民や団体による国際交流活動を支援することで、市民の国際理解を深

め、グローバル化に対応できる人材の育成につなげます。 

④ ボランティアの力を高め市民と行政が力を合わせる協働の 

まちづくりを進める  

⚫ 総合ボランティアセンターを拠点に、関係団体と連携し、市民のボランティ

ア活動への関心や意欲を高め、継続的な活動に繋げるための支援を行います。 

⚫ 市民と行政が協力し、役割を担う市民協働を進めます。 

  

●性別や年齢等にとらわれず、一人ひとりの個性や能力を活かし、 
あらゆる分野での活躍につなげ、全ての人がともに担う地域社会づくりを推進します。 

●様々な国の人たちが手をつなぎ、共に支えあうまちづくりに取り組みます。 

施 策 

分野Ⅱ「住みよいまち」 
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市の人口は平成７年（１９９５年）をピークに減少し続けており、 

令和元年（２０１９年）の出生数は２,０００人と過去最少となる一方で、高

齢者数は増加傾向が続き、２０４２年にピークを迎えることが予想されています。 

このように人口減少・少子高齢化が進行する中、安心して出産・子育てがで

きる環境の整備や、高齢者、障がい者等、誰もが安心して住み慣れた地域で生

涯健康に暮らすことができる社会の構築が求められています。 

また、新たな感染症の発生等、保健衛生を取り巻く状況も変化しています。

市民の健康や安全を守るため、一層の取組が求められています。 

 

 

 

①生涯にわたる健康づくりへの支援や安心して医療を受けられる 

医療保険制度の維持 

②妊娠・出産・子育て期までの切れ目のない支援の充実 

③高齢者が健やかにいきいきと活躍できる体制の構築、安心して 

暮らせるサービスの継続的な提供   

④障がい者等に対する市民への理解の浸透や、一人ひとりのニーズに 

応じたきめ細やかな支援 

⑤複雑化・複合化する問題に対応するための地域や各種機関の連携 

による支援体制の構築 

⑥感染症への対応や食品の安全性の確保、救急医療の提供 

 

  

市民の健康を守り、誰もが夢や生きがいを持って 
安心して暮らせるまちをつくる 

現 状 

課 題 

福祉に関する政策 政策６ 
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① 生活習慣病予防に取り組むなど生涯にわたる健康づくりを支援する 

⚫ 疾病の早期発見・早期治療に取り組むとともに、正しい食習慣や適度な運動

など、健康づくりや生活習慣病予防を推進します。 

⚫ 市民の健康を支えるための保健事業を推進し、医療費の適正化を図りながら、

医療保険制度を安定的に運営します。 

② 子どもが健やかに生まれ育つ環境をつくる 

⚫ 結婚を考える若者を中心とした世代に対して、出会いから交際、結婚に至る

までの一貫した支援を推進します。 

⚫ 安心して出産や子育てができるよう、子育て世代の経済的な負担を軽減します。 

⚫ 地域の実情に応じた教育・保育環境の充実を図り、子どもの健やかな成長を

支援します。 

⚫ 乳幼児の健やかな成長発達を支援するとともに、支援が必要な家庭を早期に

把握し、保健・医療・福祉等の関係機関と連携した切れ目ない支援を行います。 

⚫ 児童虐待（マルトリートメント※）の未然防止、早期対応に取り組むととも

に、ひとり親家庭への支援や子どもの貧困対策をさらに推進し、子どもの権

利擁護を図ります。 

③ 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる 

環境をつくる 

⚫ 医療や介護、介護予防、住まい、生活支援に加えて、認知症施策等、様々な

支援を切れ目なく提供する地域包括ケアを推進します。 

⚫ 高齢者が仕事や趣味、地域活動等の様々な社会参加を通して、元気に、いき

いきと活躍できる体制づくりを進めます。 

⚫ 安定した福祉サービスの提供に向け、介護人材の確保及び施設における災害

や感染症対策に取り組みます。 

⚫ 高齢者等がより安心して生活できる社会の実現のため、成年後見制度利用促

進に向けた体制整備に取り組みます。 

 

 

●誰もが生涯にわたり、心身ともに健康で生きがいを持ち、自立した生活を送れるように 
市民の健康を守ります。 

●子どもの健やかな成長を応援するとともに、子育て世代、高齢者、障がい者等を地域で 
支えあい、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めます。 

分野Ⅱ「住みよいまち」 

※「マルトリートメント」とは、「大人の子どもへの不適切なかかわり」を意味する言葉であり、 

児童虐待の意味を広く捉えた概念。 

施 策 



22 

 

 

 

（前ページの続き） 

 

 

④ 障がいや難病等を抱える人が地域で安心して生活できるよう支援する 

⚫ 適切な障がい福祉サービス等が提供できるよう、支援体制を充実、強化する

とともに、障がいや難病を抱える人の状況やニーズに応じ、自立に向けた就

労や社会参加を支援します。 

⚫ 障がいのある人もない人も、互いに地域生活を支え合うことができる共生社

会の実現を目指し、障がいに対する更なる理解促進やバリアフリーの推進、

災害時の支援体制づくりに取り組みます。 

⑤ 複雑化・複合化する支援ニーズを包括的に受け止める体制をつくる 

⚫ 相談先がわからない相談や分野をまたぐ複合的な相談等を包括的に受け止

め、多機関が協働して必要な支援を行います。 

⚫ 多様な社会参加に向けた支援を行うとともに、地域における活動の担い手の

育成や活動団体のネットワーク強化を促進します。 

⑥ 公衆衛生の向上や健康管理の強化に取り組む 

⚫ 結核やエイズ、新型コロナウイルス感染症等、様々な感染症の発生やまん延

の防止に向けた取組を推進します。 

⚫ 飲食店等に対する監視指導等を実施し、食品の安全性の確保を図るとともに、

食中毒発生時の迅速かつ適正な対応に努めます。 

⚫ 休日の初期救急医療を提供するため、診療体制の充実を図ります。 

施 策 
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本市は地球温暖化対策に貢献する「２０５０年ゼロカーボンシティ」を 

令和３年（２０２１年）３月に宣言しました。 

これまでも、「環境にやさしい持続可能なまち・ふくい」を実現するため、

ごみの減量化、エネルギーの有効利用、公共交通機関や自転車利用の推進等に

よる環境負荷の低減等に取り組んでいます。 

特に、安定したごみ処理を継続するために、エネルギーをより効率的に回収

することで、温室効果ガスを削減できる新たなごみ処理施設の整備に向けて計

画的に推進しています。 

また、里地・里山の保全や、都市部における緑化に取り組み、豊かな自然環

境や公害のない快適な生活環境の保全に努めています。 

今後、市民、市民組織、事業者、行政が連携する取組や、環境にやさしい生

活への転換、環境のことを共に考え行動できる人材を育成していくことがさら

に重要となります。 

 

 

①環境負荷低減につながる環境にやさしい生活への転換 

②公害の未然防止や不法投棄対策など、良好な生活環境の保全 

③恵まれた自然環境の保全と、都市部の緑化の推進 

④環境について考え行動できる人材の育成 

 

 

  

環境にやさしい持続可能なまちをつくる 

現 状 

課 題 

 環境に関する政策 政策７ 
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① 環境負荷低減の取組を推進する 

⚫ 資源物及び廃棄物を適正に処理し、市民の生活環境を守ります。 

⚫ 再生可能エネルギー設備や省エネルギー機器の普及に加え、公共交通機関や

自転車の利用など環境負荷の少ない生活（COOL CHOICE FUKUI※）を推進し

ます。 

⚫ ごみの３Ｒ（リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再

生利用））の取組を促進し、廃棄物の減量に努めます。 

⚫ 環境にやさしく、安全で災害に強い「新ごみ処理施設」を整備します。 

② 環境対策に積極的に取り組む企業を支援育成し、 

公害や不法投棄のない快適な生活環境を守る  

⚫ 公害の未然防止のため事業者への啓発・指導を行い良好な生活環境を維持し

ます。 

⚫ 廃棄物の排出者及び処分事業者への啓発・指導を行うことにより、一般廃棄

物・産業廃棄物の適正処理を推進し、不法投棄のない快適な生活環境を保全

します。 

③ 自然や都市環境を守り育て、未来に伝える 

⚫ 守り伝えたい地域の優れた自然や生き物の保全・再生活動を支援します。 

⚫ 市民や市民組織等と協働し、豊かな自然を守るための取組を促進します。 

⚫ まちなかの緑化活動を支援します。 

④ 市民、市民組織、事業者、行政が共に環境を考え、 

共に行動できる人づくり・まちづくりを進める  

⚫ 学校や家庭、地域、職場など様々な場で環境学習や啓発を行い、持続可能な

社会の実現に向け、環境について考え自ら行動できる人材を育成します。 

⚫ 企業交流会などを開催し、事業者間の連携を深めるとともに、市民、市民組

織、事業者、行政が連携して行う環境活動を活発にします。  

●市民、市民組織、事業者、行政が連携し、良好な生活環境を保全するとともに、 
恵まれた自然環境や、 みどりが豊かで快適な都市環境を守り育てます。  

●環境負荷の低減や循環型社会の形成を図り、将来にわたって持続可能なまちづくりを 
進めます。 

施 策 

分野Ⅱ「住みよいまち」 

※ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥとは、「クールビスで冷房なしに快適に過ごす」「利用できる場合は積極的に階段を使う」など、 

身近なところから始められる地球温暖化対策に繋がる「かしこい選択（COOL CHOICE)を推進する国民運動のこと。 
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⚫  

 

 

 

 

 

 

近年、豪雨や地震等の自然災害が各地で甚大な被害をもたらしており、災害

へのさらなる対応力の強化が求められています。 

本市においては、災害から市民の生命、身体、財産を守るため、地域の防災

力の向上や、感染症対策を踏まえた避難所対応体制の強化などに取り組んでい

ます。 

国は平成３０年（２０１８年）７月豪雨を教訓に、住民が自分の命を守るた

めに最善の避難行動ができるよう、避難勧告等に関するガイドラインを改定し

ましたが、今後は、市民への防災意識の啓発など各種防災対策の強化がさらに

重要となってきます。 

また、火災等から市民を守るためには、消防体制の整備と防火意識の啓発と

ともに、超高齢社会に対応するための救急体制の強化が重要です。 

生活に身近な安全安心については、近年、高齢者が関わる消費者トラブルや

交通事故が多いことから、今後も関係機関が連携して効果的な啓発活動を行い、

地域ぐるみで犯罪に対する抑止力を高める仕組みづくりや交通安全への対策

が求められています。 

 

 

①地域の防災力向上、避難体制の整備及び企業等との連携強化 

②消防体制及び救急体制の強化、防火安全対策の推進 

③地域における街頭犯罪等の抑止   

④消費者保護の充実、かしこい消費者の育成 

⑤交通安全対策の推進 

  

市民・事業者・他自治体等と連携して 
災害・事故に強い安全・安心なまちをつくる 

現 状 

課 題 

   防災、安全安心に関する政策 政策８ 
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① 地域の防災力を高める 

⚫ 国、県、警察、自衛隊等の関係機関や民間事業者との連携及び避難所対策に

取り組み、危機管理体制の強化を図ります。 

⚫ 自主防災組織の育成や要配慮者に対する地域での支援体制づくりを進めます。 

⚫ 防災担当職員の人材育成や近隣市町との連携強化等を図り、災害対応力を向

上します。 

⚫ 火災などの災害や事故に対応できる知識の普及啓発や人材育成を行い、市民

一人ひとりの防災意識の高揚を図ります。 

② 火災等から人命と財産を守る 

⚫ 消防施設の整備と維持管理に取り組み、火災等への対応力をさらに強化します。 

⚫ 救急活動能力の向上を図り、救急体制を強化します。 

⚫ 住宅の防火安全対策を推進し、防火意識の高揚を図ります。 

③ 地域における防犯力を向上する 

⚫ 防犯隊への活動支援を行うことで、各種犯罪の未然防止および市民への防犯

意識の高揚を図り、安全で安心な地域をつくります。 

④ 安全安心な消費生活を支える 

⚫ 高度情報化社会の進展や高齢化社会に対応できるよう、消費生活相談体制の

充実を図ります。 

⚫ 幅広い年齢層への学習の場の提供や、消費者トラブルの未然防止に役立つ情

報発信を行い、かしこい消費者の育成を図ります。 

⑤ 交通安全対策を推進する 

⚫ 交通安全推進団体や、警察、学校などの関係機関と連携して、交通安全の普

及に取り組み、交通マナーの向上や交通安全意識を高めます。 

⚫ 高齢者が交通事故の加害者にも被害者にもならないよう、運転免許の自主返

納や反射材の着用など交通安全啓発を進めます。 

  

●災害や事故から市民の生命・身体・財産を守るため、市民の防災意識や地域の防災力 
を高めるとともに、 事業者、団体や他自治体と連携するなど、災害・事故への対応力を 
強化します。 
●防火、防犯、交通安全に対する意識の高揚や啓発を図り、地域住民や関係機関との 
連携強化により、 くらしに身近な生活安全を守ります。 

施 策 

分野Ⅱ「住みよいまち」 
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安全・安心な食の提供や、自然環境の保全、水資源の涵養など、農林水産業

の果たす役割は大変重要です。しかし、米価等の低迷や漁獲量の減少、従事者

の高齢化による担い手不足など、農林水産業を取り巻く環境は依然として厳し

い状況となっています。 

特に耕作条件が不利な中山間地域においては、耕作放棄地の増加が懸念され、

有害鳥獣による農作物への被害も深刻な状況です。 

本市では、これらの状況をふまえ、就業者の育成、経営の安定化や所得の向

上、農山漁村の環境保全などの取組を進めています。 

また、北陸新幹線福井開業という好機を逸することなく、本市の農林水産物

や福井の食を PRし、ブランド力の向上や販路拡大を進める必要があります。 

 

 

 

①園芸の推進による複合経営への転換と農作業の省力化 

②福井の農林水産物や食のブランド力向上、情報発信、販路拡大・開拓 

③森林の適正な管理と木材利用推進、収益性の高い水産業の推進  

④農地・農村の環境保全、中山間地域の営農継続、鳥獣被害の軽減 

 

  

未来を切り拓く農林水産業のまちをつくる 

現 状 

課 題 

  農林水産業に関する政策 政策９ 
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① スマート農業等新たな時代に対応した農業を推進する 
⚫ 生産推奨品目を中心とした水田園芸や果樹栽培の普及・拡大を推進し、稲作
と園芸の複合経営推進を図ります。 

⚫ スマート農業の導入などにより、農作業の省力化や栽培技術の向上を図り、
高品質で安全・安心な農産物の安定生産を進めます。 

⚫ ほ場の大区画化などの基盤整備や農地の集積・集約化の促進により農作業の
効率化を図ります。 

⚫ 就農先の紹介や農地の斡旋、給付金の交付などの支援を図ることにより、就
農意欲のある若者などの参入と定着を進めます。 

② ブランド化や販路開拓等新たな可能性にチャレンジする 
⚫ 直売所や地域内での販売イベントやＰＲ等により、市内農林水産物の認知度
向上を図り、地産地消を推進します。 

⚫ 大都市圏やアジア諸国での販売イベントやＥＣサイトなどを活用した効果
的な情報発信を行い、販路拡大・開拓を進めます。 

⚫ 本市独自の作物である金福すいかなど、ふくい「一押しの逸品」※の「差別
化」や「高付加価値化」を図りブランド力を高めるとともに、オリーブなど
の新たな産地化やブランド化を推進します。  

⚫ 市内農林水産物への愛着を深めるため、食育・農業体験事業を推進します。 

③ 稼げる林業と水産業を推進する 
⚫ 森林環境譲与税を活用し、管理されていない森林の整備や木材利用による普
及啓発を強力に推し進めます。 

⚫ ＩＣＴ等の活用による生産性の向上や情報共有による林業・木材産業事業者
の連携強化を進め、稼げる林業の構築を進めます。 

⚫ 水産資源を維持するため、つくり育てる漁業への取組を支援するとともに、
ＩＣＴ等を活用した「スマート水産業」を推進します。 

⚫ 就業希望者へのサポート、就業環境の改善等により、次の世代を担う多様な
形態の人材育成確保に取り組みます。 

④ 農地・農村の環境を守り活性化を図る 
⚫ 多面的機能支払活動組織の広域化を支援します。 
⚫ 中山間地域において、集落活性化への支援などを進め、自然や食などの地域
資源を活用したコミュニティビジネス等の魅力あるビジネスの構築を図ります。 

⚫ 越前水仙の産地活性化や品質向上対策を進め、ブランドの維持・出荷量の増
加を図ります。 

⚫ 有害鳥獣の捕獲にＩＣＴを活用するなど獣害対策の効率化を図り、農業・生
活被害の低減を図ります。 

  

●農林水産物のブランド力向上、新たなマーケティングや販路の開拓を進め、 
農林水産業の振興を図ります。 

●農山漁村の環境を守り、持続的な農林水産業の発展につなげます。 

施 策 

分野Ⅲ「活き活きと働くまち」 

※本市が選定した福井市産の特色ある農林水産物２９品目 
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本市には、繊維産業をはじめ高い技術を持つものづくり産業が集積しています。 

これらのものづくり技術の高度化や担い手の確保に向けて、新製品の開発な

ど新たなチャレンジへの支援や事業承継の促進に取り組むことが重要です。 

また、地域経済を牽引する中核企業の育成や産業の発展につながる企業立地、

若者の夢を応援する創業支援を推進する必要があります。 

一方で、人口減少や若年層の首都圏への流出により、労働力不足が懸念され

ます。このため、若年層の地元企業への就職を促進するとともに、多様な人材

の能力等を活用しながら、安定した労働力を確保する必要があります。 

 

 

 

 

①企業の稼ぐ力の向上に向けた事業活動への支援と雇用の創出 

②若者の夢の実現に向けた創業支援と、企業の技術やノウハウを 

次世代に引き継ぐための事業承継の円滑化の促進 

③Ｕターン就職の推進と、地元学生の地元就職への意識の醸成  

④一人ひとりの状況に応じた柔軟な労働環境や働きがいのある 

職場環境の整備 

 

 

  

新たなチャレンジを後押しし、 
活力と魅力あふれる商工業が発展しつづけるまちをつくる 

現 状 

課 題 

 商工業に関する政策 政策10 
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① 地域の商工業を振興する 
⚫ ものづくり産業の高い技術力をベースに、オープンイノベーションやデジタ

ル技術を活かした新技術・新商品の開発、販路開拓を支援し、企業の「稼ぐ
力」の向上を促進します。 

⚫ ＤＸ※推進を原動力に、商品・サービスの見える化による競争力の向上や、
経営の改革による企業価値の向上を進め、地元の誇りとなる魅力ある企業づ
くりを促進します。 

⚫ 地域経済の発展や雇用機会の拡大を図るため、成長産業の誘致や、市内企業
の事業拡大に対応した企業立地を推進します。 

⚫ 地元の新鮮な食材や伝統技術などの様々な地域資源を活用した魅力ある商
品を創出するとともに、各種団体と連携し、地域に根差した商業・サービス
の発展に努めます。 

② 創業の促進と事業承継の円滑化を支援する 
⚫ 若者等の夢を応援するため、熱意ある創業を支援するとともに、創業した後

も早期に経営が安定するよう創業者をバックアップします。 
⚫ 中小企業が持つ貴重な技術・ノウハウを次世代に引き継ぐ担い手の確保や、
時代のニーズに対応できるよう事業転換を支援することにより、事業承継を
促進します。 

③ 地元で働く魅力を発信する 
⚫ 県やハローワーク等の関係機関との連携を強化し、都市部と比べ通勤による
ストレスが少ない、自然が豊か、子育て環境が充実しているなど、市内企業
で働く魅力を伝え、ＵＩターン就職のさらなる促進を図ります。 

⚫ 未来を担う若者に対し、福井の優れた企業のものづくり技術や先進的な取組
などを伝えることで、市内企業で働く意識を高め、地元就職や将来のＵター
ン就職につなげます。 

④ 多様な人々が活躍できる雇用環境を推進する 
⚫ 働き手の希望やライフステージに応じて、活き活きと働きつづけることがで
きる職場環境整備への取組を支援します。 

⚫ 障がい者や高齢者などの多様な人材の能力を活用しながら、安定した労働力
を確保するための取組を支援します。 

  
※Digtal Transformation（デジタルトランスフォーメーション）の略。 

 デジタル技術の活用によって企業のビジネスモデルを変革し、 

新たなデジタル時代にも十分に勝ち残れるように自社の競争力を高めていくこと。 

●ものづくり技術の高度化や魅力ある産業の育成、創業支援の推進により地域経済を 
活性化します。 

●若者のＵⅠターン就職や地元就職を促進するとともに、 誰もが意欲や能力をいかして 
活躍できる 就業機会を確保します。 

施 策 

分野Ⅲ「活き活きと働くまち」 
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北陸新幹線福井開業や中部縦貫自動車道全線開通、大阪・関西万博の開催を

控え、本市では観光誘客など交流人口の拡大を図る絶好の機会を迎えています。 

一方で、福井の全国的な認知度は依然として低く、北陸新幹線の出発地であ

る首都圏において認知度向上やイメージアップの強化を図り、新幹線開業効果

を最大限に高める必要があります。 

訪日外国人数は、平成２５年（２０１３年）には１千万人、 

平成３０年（２０１８年）には３千万人を超えていますが、本県の訪日外国人

旅行者は全国最下位レベルであり、また誘客・受入環境ともに充分とは言えま

せん。 

連携中枢都市圏を構成する市町や県、民間等と連携し、新幹線開業後を見据

えて、観光によるまちづくりを推進することで、交流人口・関係人口の拡大、

地域経済のさらなる活性化に繋げていく必要があります。 

 

 

 

①自然や歴史文化、産業など地域資源を活かした体験・交流型観光や 

宿泊・滞在型観光につながる広域観光の推進 

②高速交通網の整備に合せたプロモーションの強化やターゲットに 

応じた効果的な情報発信 

③市民、事業所、団体等が一体となったオール福井によるおもてなしの 

実現や観光客が快適に旅行できる環境づくり  

 

 

  

福井の魅力「福いいネ！」を実感できる、 
おもてなしの心があふれる観光のまちをつくる 

現 状 

課 題 

 観光に関する政策 政策１１ 
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① 観光資源を磨き上げる 
⚫ 戦国城下町の往時の姿を伝える「一乗谷朝倉氏遺跡」では、令和４年開館の

県立博物館とも連携し、既存のツールに加え、ＶＲ等を活用した遺跡案内や

体験プログラムの充実、遺跡内の周遊環境の向上に取り組みます。 

⚫ 交通結節点でもある「まちなか」では、広域観光の滞在拠点として宿泊機能

を充実するとともに、夜間景観の創出による魅力の向上並びに養浩館庭園や

福井城址等の歴史遺産などを活かした回遊性の向上に取り組みます。 

⚫ 雄大な「自然」と豊かな「食」に恵まれた「越前海岸」では、それらの観光

資源を活かした五感に響く体験・交流型観光を推進します。 

⚫ 日本遺産に認定された一乗谷朝倉氏遺跡、養浩館庭園、白山平泉寺など多様

な観光資源をつなげた魅力ある広域観光ルートを提供するとともに、地域の

生業やものづくり等を体験できる産業観光を推進します。 

② 誘客プロモーションを強化する 
⚫ 本市のプロモーションの旗印である「福いいネ！」を活用し、福井の名所や

魅力を発信するなど、官民一体となったプロモーションを展開することで、

本市の認知度向上、イメージアップにつなげます。 

⚫ 北陸新幹線や中部縦貫自動車道の沿線地域に対する情報発信について、県や

「ふくい嶺北連携中枢都市圏」の構成自治体とも連携し、一体的かつ集中的

に展開することで、観光地として認知度向上につなげます。 

⚫ 若い世代や外国人の観光客に訴求力のあるＳＮＳなどの多様な手段を用い、

観光客のニーズや特性に応じた効果的な情報発信を行います。 

③ おもてなしの充実を図る 
⚫ 市民が福井の良さ「福いいネ！」を実感するとともに、オール福井で観光客

を温かく迎え入れることができるよう「観光おもてなし市民運動」をさらに

充実・強化します。 

⚫ 国内外の観光客に、福井の魅力をしっかりと伝えることができる観光ガイド

を育成します。 

⚫ 北陸新幹線福井駅における観光案内機能を強化するとともに、観光アプリな

どＩＣＴの活用による観光情報や二次交通など観光地へのアクセスの充実

を図ります。さらに、感染症という新しいリスクに対応するため、感染症予

防策の徹底やデジタル技術の活用など、安心して快適に旅行を楽しめる取組

を進めます。  

●観光資源をさらに磨き上げ、市民が福井に誇りと愛着を持っておもてなしする観光の 
まちづくりを推進します。 
●ふくい嶺北連携中枢都市圏の構成自治体とも連携し、広域観光やインバウンド観光を 
推進するとともに、体験・交流プログラムなど観光メニューの充実に取り組みます。 
●本市の認知度向上やイメージアップを図り、北陸新幹線開業効果を最大限に高めます。 

施 策 

分野Ⅲ「活き活きと働くまち」 
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⚫  

 

 

 

 

 

 

人々の価値観やライフスタイルの多様化が進むとともに、心の豊かさが求め

られる中、文化芸術活動の果たす役割はますます大きくなっています。 

このような状況をふまえ、市民が気軽に文化芸術に触れ活動に参加できるよ

う、人材育成や環境整備を図る必要があります。 

また、地域の活力やまちの個性が強く求められる中、郷土の歴史や文化に対

する市民の理解を深め、歴史的価値が高い文化遺産や伝統行事を福井の誇りと

して継承していく必要があります。 

少子高齢化や若年層の都市部への流出が進み、地域の文化や歴史、自然を守

る人材が不足するなど、文化財を取り巻く環境は全国的に厳しさを増していま

す。このような中、文化財の保存はもとより、活用を推進するため地域と連携

した総合的・計画的な体制づくりが求められています。 

本市の産業や日本の科学技術を支える人材を育成するため、身近な郷土の自

然や最先端の科学技術の学習を通して、子どもの自然科学に対する興味を育て

ることが求められています。 

 

 

 

①多様な文化芸術活動の振興 

②歴史や文化財に対する市民の理解と意識の向上、貴重な文化遺産の 

未来への継承 

③子どもが郷土の自然や最先端の科学技術に触れる機会の充実   

 

  

文化や歴史、自然を、郷土の誇りとして未来につなぎ、 
個性豊かな魅力あるまちをつくる 

   文化、歴史、自然に関する政策 政策１２ 

現 状 

課 題 
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① 市民の心を豊かに育む文化芸術を振興する 

⚫ 子どもの頃から、誰もが身近に文化芸術に親しみ、創作活動等に参加できる

環境を拡充します。 

⚫ 文化芸術の担い手を育成し、未来に継承するため、市民や各種団体の活動を

支援します。 

② 歴史や文化遺産を保存・継承し活用する 

⚫ 一乗谷朝倉氏遺跡や養浩館庭園、大安寺、越前海岸の水仙畑の文化的景観な

どの未来に誇れる福井の豊かな歴史や文化について、地域と協力し魅力向上、

普及啓発に取り組みます。 

⚫ 郷土の歴史や文化財に関する資料へのアクセス性を高め、未来に継承します。 

⚫ 福井固有の歴史・文化の価値を地域住民が体感し、自ら福井の魅力を発信で

きるよう、意識の醸成を図ります。 

③ 自然科学教育で創造性豊かな子どもを育む 

⚫ 足羽山をはじめとする郷土の自然について、誰もが楽しみながら学べる環境

の充実を図るとともに、子どもたちの興味・関心が高まる取組を推進します。  

⚫ 県や大学、地元企業、ＪＡＸＡなど、関係機関との連携の強化を図ります。

また、県民衛星プロジェクトや最先端技術などに触れる学びの場を充実する

ことにより、子どもたちの夢や創造性を育みます。 

 
  

●市民が優れた文化芸術に触れる機会を創出するとともに、文化芸術活動を支える 
人材育成の支援と環境整備に努めます。 

●郷土の文化財や伝統文化を大切に保存し、豊かな歴史や文化、自然を将来に残す 
とともに、福井の誇りとして継承していきます。 

施 策 

分野Ⅳ「学び成長するまち」 
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少子高齢化の進行、グローバル化の進展や技術革新など、社会情勢がめまぐ

るしく変化する中、子どもたちがそれぞれの夢の実現に向け、個性と能力を発

揮して力強く生きていくための教育が求められています。 

本市では、学力体力全国トップクラスの教育環境のさらなる充実を図るため、

ＡＬＴ（外国語指導助手）の配置などによるグローバル人材の育成、ＩＣＴの

活用などによる情報教育や、キャリア教育を推進しています。 

また、児童生徒が抱える学校生活上の様々な問題に対応するため、支援員を

配置しています。 

学校給食では、安全でおいしい給食であることに加え、児童生徒が持つ多様

な食物アレルギーに対応した給食の提供が求められています。 

また、学校の内外において、子どもたちへの事故等を避けるためには、危険

箇所の改善等による安全な教育環境の整備が重要です。 

今後多くの地域で人口減少・少子化が進行する中、子どもの学びの視点での

学校規模適正化を基本としつつ、学校が地域の活動や活力に果たす役割を踏ま

えた対応が求められています。  

 

 

①社会の変化に対応できる児童生徒の育成 

②児童生徒の体力向上と健康の保持増進、安全でおいしい給食の提供 

③子どもの安全確保と健全育成  

④学びの視点による学校規模の適正化の推進、充実した学校環境の整備 

 

  

健やかで自立心をもって未来を切り拓く子どもを 
育むまちをつくる 

現 状 

課 題 

 学校教育に関する政策 政策１３ 
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① 子どもの生きる力を伸ばす学校教育を充実する 

⚫ 家庭、地域、学校が連携し、子どもたちが未来を切り拓くために必要な「生

きる力」や「豊かな感性」を育成します。 

⚫ 国際理解を深め、世界の中のふくいを意識した教育を推進します。 

⚫ 子どもたちに夢や希望をもたせ、ふるさとふくいを誇りに思える気持ちを高

めるために、地域や企業とのつながりを重視したキャリア教育の充実を図ります。  

⚫ ＩＣＴを利用した学習やプログラミング教育を通し、ロボットやＡＩを活用

する新しい社会（Society5.0）で活躍できる力を育成します。 

⚫ 不登校やいじめなどの問題、多様な子どもたちへの支援など、子どもたちや

保護者が抱える様々な問題に対応するため、支援体制の充実を図ります。 

② 子どもの健康増進を図る 

⚫ 児童生徒の体力の維持向上と健康の保持増進に努めます。 

⚫ 安全・安心で心温まる学校給食の提供と子どもの成長を育む食育を推進します。 

③ 子どもの安全を守り、健全な育成を図る 

⚫ 通学路の安全を図るため、関係機関と連携して危険箇所の改善に取り組みます。 

⚫ インターネットの適正利用にかかる啓発活動を推進し、生活習慣の乱れや犯

罪被害の防止に努めます。 

⚫ 家庭、地域及び関係団体が連携して、青少年交流や郷土学習、見守り活動な

どに取り組み、未来を担う子どもたちの健やかな成長を目指します。 

④ 学びの場としての学校環境を整備する 

⚫ 気候変動や感染症対策などに対応できる学校環境整備や施設の計画的な老

朽化対策、維持管理を進めます。 

⚫ ＩＣＴ環境の整備を進め、ＩＣＴを活用した教育を推進します。 

⚫ 学校規模の適正化に向けた協議を進めていきます。 

  

●家庭や地域をはじめ、企業や団体と連携し、質の高い学校教育や学習体験を行い 
心身ともに健康な子どもを育てます。 

●安全で充実した学習活動が行えるように学校環境を整備します。 

施 策 

分野Ⅳ「学び成長するまち」 
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人口減少の進行や感染症の感染拡大に伴い、地域コミュニティの重要性が再

認識されている中で、地域の中核施設であり、災害時の活動拠点の役割も兼ね

備えた、公民館への期待が高まっています。 

本市の公民館は全国的にも高い評価を得ており、郷土学習についても、すべ

ての公民館で積極的に実施されています。  

図書館は、知識の宝庫として多くの市民に利用されていますが、老朽化が進

行していることから、安全で快適な利用環境を提供するため早急な対策が必要

となっています。 

福井国体・障スポを契機として、市民のスポーツに対する関心は高まってい

ます。また、「する」スポーツだけではなく、「見る」「ささえる」など、スポ

ーツへの関わり方も多様化しています。 

近年のスポーツ施設については、競技大会だけではなく、大規模な会議やイ

ベント等が開催され、既存の枠組にとらわれない利用方法によるニーズが高ま

っています。 

 

 

 

①市民が集い活動する場の創出、郷土学習の充実 

②それぞれのライフステージに応じてスポーツに親しみ、 

楽しむことができる環境の整備 

 

 

  

市民が生涯にわたり、 
学習やスポーツに親しめるまちをつくる 

現 状 

課 題 

   生涯学習、生涯スポーツに関する政策 政策１４ 
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① 市民の生涯学習を支援する 

⚫ 市民の自主的な学習や多様な活動の拠点となる公民館のさらなる機能の強

化を図ります。 

⚫ 公民館において、幅広い世代に対して多様な学習機会や気軽に集える場を提

供し、地域住民の交流を促進します。 

⚫ 福井の歴史や文化を学び体験する機会を提供し、地域への愛着を醸成します。 

⚫ 図書館において、本を読む・借りるだけでなく、市民が集い、学習し、交流

できる環境づくりを進めます。 

② 市民の生涯スポーツを支援する 

⚫ スポーツの持つ可能性を最大限に活かして、スポーツイベントの開催やスポ

ーツ大会などの誘致を進めることで、スポーツを活かしたまちづくりを推進

します。 

⚫ 県や周辺市町、民間事業者などと連携し、オール福井で大規模なスポーツイ

ベントに取り組み、スポーツを通じた交流人口の拡大を図ります。 

⚫ 市民が生涯にわたり、スポーツを通して、心身ともに健康で活力ある生活が

送れるようスポーツ活動の充実を図ります。 

⚫ 競技人口や環境の変化など時代のニーズに応じたスポーツ施設の整備を進

めます。 

 

●地域の人が気軽に集まることができる場の充実を図り、子どもから高齢者まで誰もが 
学習やスポーツに取り組み、生きがいを持って暮らすことのできる環境を整備します。 

施 策 

分野Ⅳ「学び成長するまち」 


